
事 務 連 絡 

平成２６年３月３１日 

 

 

各 地 方 整 備 局 河 川 部 長 殿 

北海道開発局河川管理課長 殿 

沖縄総合事務局開発建設部長 殿 

 

 

国土交通省水管理・国土保全局 

水政課河川利用企画調整官 

河川環境課河川保全企画室長  

 

 

許可工作物に係る施設維持管理技術ガイドラインについて 

 

 

直轄管理河川における許可工作物は、河川管理施設を上回る施設数があり、

それらの老朽化は河川管理施設と同様に進んできていることから、適切な河川

管理のためには、許可工作物の適切な維持管理が重要となる。 
今般の河川法の改正に伴い許可工作物についても許可受者による維持又は修

繕の義務が明確化されたことを踏まえ、許可工作物の適切な維持管理がなされ

るよう、河川管理者として指導すべき事項等を技術的ガイドラインとしてとり

まとめたので、遺憾のないように取り図られたい。 

なお、「許可工作物に係る施設維持管理ガイドラインについて」平成二十三年

五月十一日付け事務連絡により通知した内容は廃止する。 
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